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最
近
に
於
げ
る
小
作
争
議
の
動
向
三
小
作
立
法

八‘

芳

E力

木

之

我
闘
の
農
家
総
戸
数
五
百
六
十
一
一
同
七
千
戸
の
中
、

そ
の
六
割
八
分
ド
相
営
す
る
も
の
が
、

小
作
農
及
び
自
作

震
小
作
農
に
し
て
、

地
主
に
封
し
て
小
作
閥
係
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
自
作
山
町
一
と
相
侠
っ
て
農
村
の
白
郡
山
勤
時
一
民

日
ん
府
守
構
成
す
ぷ
自
の
で
あ
る
の

総
イ
」
此
の
小
作
闘
併
の
良
引
が
農
村
の
艇
掛
上
披
ド
枇
台
上
に
反
ぽ
す
影
響
の

重
大
な
る
こ
と
は
、
一
一
一
ロ
ム
迄
も
な
い
慮
で
あ
る
が
、
更
に
農
村
が
我
岡
の
政
治
上
、
経
棟
上
故
に
軍
事
上
、
重
要

な
る
地
位
を
占
む
る
劫
に
鑑
み
て
も
、
こ
の
小
作
闘
係
が
国
満
を
融
当
¥
小
作
守
議
が
紛
糾
し
、
農
村
の
卒
和
を

捷
観
す
る
こ
と
は
、
皐
に
農
村
の
問
題
た
る
に
止
ら
や
、
我
が
園
家
一
耽
命
日
全
般
の
大
な
る
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら

rp、。

デ
'a

一'hw政
府
営
局
に
於
て
も
夙
に
小
作
問
題
に
劃
し
て
根
本
的
方
策
を
樹
立
す
忍
の
念
務
な
る
を
戚
じ
、
大
正
九
年
以

来
、
小
作
制
度
調
査
委
員
合
、
小
作
制
度
調
査
合
、
帝
園
趨
捕
併
合
同
議
農
業
部
、
小
作
調
査
合
配
守
合
設
置
し
て
小
作

問
題
及
び
共
の
劃
策
に
就
い
て
審
議
せ
し
め
た
。
政
府
は
此
等
の
調
査
舎
の
答
申
に
基
き
、
小
作
争
議
を
民
事
訴

訟
の
手
積
に
依
ら
や
、
嘗
事
者
の
妥
協
を
中
心
と
し
て
解
決
せ
し
む
べ
き
手
段
と
し
て
大

E
十
三
年
十
二
月
よ
り

最
近
に
於
げ
る
小
倖
争
議
の
動
向
と
小
作
立
法

第
四
十
二
巻

入
八
七

第
五
披

i¥. 
王孟

r) 此等の調査舎の答申については農林省農務局、小作制度に閲する各調査曾の
経過概要(昭和四年八月)参照



• 

最
近
に
於
げ
る
小
作
争
議
の
動
向
と
小
作
立
法

第
五
抗

八
六

八
八
八

第
川
十
二
巻

小
作
調
停
法
を
施
行
し
、
ま
た
小
作
地
の
誠
少
、
自
作
農
の
維
持
創
設
を
幽
る
た
め
大
正
十
五
年
五
月
自
作
農
剣

設
維
持
補
助
規
則
を
制
定
し
た
。
而
し
て
小
作
法
に
闘
し
て
は
、
大
正
十
五
年
に
設
置
さ
れ
た
る
最
後
の
小
作
調

査
舎
に
於
て
「
小
作
法
制
定
上
規
定
す
べ
き
事
項
に
閲
す
る
要
綱
」
を
決
定
し
て
之
を
政
府
に
答
申
し
た
。
何
て
政

府
は
之
に
基
い
て
昭
和
二
年
に
小
作
法
草
案
を
起
草
し
、
昭
和
六
年
に
多
少
の
訂
正
を
加
へ
、
之
を
法
律
案
と
し

て
第
五
十
九
議
曾
に
提
出
し
た
が
、
議
舎
に
於
て
衆
議
院
は
若
干
の
修
正
を
加
へ
て
可
決
し
た
る
も
、
貴
族
院
に

-c 
一寸tir"
議
;;k 
T 

~r~ 
/ )  

従
て
今
日
に
於

τは
、
直
接
の
小
作
問
題
劃
策
と
し
て
は
、
小
作
謝
料
法
が
存
在
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
然
か
も

此
の
小
作
調
停
法
は
手
績
法
で
あ
り
、

一
種
の
卦
症
療
法
た
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
小
作
争
議
そ
の
も
の
、
後
生

を
防
止
す
る
た
め
に
も
、
ま
に
争
議
調
停
に
際
し
て
準
接
す
べ
き
貨
龍
法
を
具
備
す
る
た
め
に
も
、
小
作
法
の
制

定
い
い
ま
で
港
ま
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
小
作
調
停
訟
が
施
行
さ
れ
て
以
来
、
蹴
仁
十
一
ヶ
年
を
経
過
し
、

そ
の
聞
に
於
て
調
停
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
た
る
諸
資
料
よ
り
す
る
も
、
小
作
法
の
内
容
と
し
て
取
り
入
れ
る
ぺ

き
諸
結
に
闘
し
て
は
、
大
韓
の
目
安
も
得
ら
れ
て
ゐ
る
次
第
で
あ
る
か
ら
、
時
宜
に
適
し
た
小
作
法
を
制
定
施
行

す
る
こ
と
は
左
程
困
難
で
は
な
い
。
朝
鮮
に
於
て
も
小
作
訟
は
、
朝
鮮
農
地
令
の
名
を
以
て
肢
に
昭
和
九
年
十
月

か
ら
貰
施
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
此
の
勅
よ
り
す
る
も
内
地
に
於
て
小
作
法
を
制
定
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
時
機
命

早
で
は
な
い
。

殊
に
昭
和
七
年
以
来
、
農
林
省
指
導
の
下
に
、
金
岡
的
な
る
農
村
経
漕
更
生
運
動
が
起
き
れ
、
今
や
第
五
年
度

1)拙捕、農村経務夏坐運動の目蝶L農村問題研究;)渉開



に
入
ら
か
と
し
つ
〉
め
る
が
、
動
も
す
れ
ば
小
作
傑
件
の
合
理
化
や
改
善
を
岡
る
こ
と
が
忘
却
さ
れ
、
出
産
物
の

増
産
や
販
貰
及
び
購
只
等
の
合
理
化
の
み
に
熱
中
さ
れ
、
之
の
み
を
以
て
小
作
農
家
の
更
生
を
も
闘
り
得
る
が
如

〈
考
へ
ら
れ
つ
〉
あ
る
が
、
小
作
立
法
を
伴
は
な
い
農
村
経
済
更
生
運
動
に
於
て
は
、
晴
ム
干
裏
に
、
小
作
料
を
騰

貴
せ
し
め
る
可
能
性
を
具
備
し
っ
、
あ
る
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
き
れ
ば
農
村
趨
掛
夏
生
運
動
が
、
主
と
し
て
勢
作

農
民
階
級
の
夏
生
運
動
で
J

め
る
こ
す
れ
ば
、
小
作
僚
件
の
改
善
を
岡
る
べ
き
小
作
法
の
制
定
は
、
増
産
方
策
、
流

通
過
程
の
合
理
化
等
に
劣
ら
や
、
重
要
で
あ
る
と
云
は
.
ざ
る
を
得
な
い
。

今
や
非
常
時
日
本
の
農
業
政
策
と
し
て
、
土
地
制
度
改
革
の
必
要
あ
る
こ
t

と
は
、
向
田
農
林
大
院
が
就
任
の
初

、
ノ
二
M
h
y

内コ
:
a
f
z
川
口
ト
-
》

L
二
時
且
】
ピ
ワ
-
J

之
、

し
い
世
阿

/
-
I
E
E
T
l
t
C
4
十
'
J
l
i
i
I
U
ト
Id--JL
と、
3

株
に
小
作
法
の
制
定
が
最
も
溜
き
時
代
の
研
究
求
た
る
に
踏
み
て
、

我
や
は
こ
の
農
体
大
臣
の
一
言
明
に
多
大
の
期
待
を
か
く
る
も
の
で
あ
る
。

一一

近
代
的
な
る
小
作
争
議
費
生
の
初
期
と
も
い
ふ
べ
き
大
正
六
・
七
年
頃
に
は
、
会
岡
を
通
じ
て
そ
の
総
件
数
は

未
だ
三
百
件
に
蓬
せ
争
、
大
正
九
年
に
入
り
て
・
色
筒
ほ
四
百
件
を
数
ふ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
翌
大
正
十
年
に

は
一
躍
同
情
し
て
一
千
六
百
件
を
超
ゆ
る
に
至
っ
た
。
爾
来
時
と
し
て
一
進
一
退
を
示
す
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
蹴

し
て
増
加
の
趨
勢
を
辿
り
、
殊
に
こ
〉
雨
三
年
は
五
千
件
を
超
ゆ
る
激
増
を
示
し
て
ゐ
る
。

こ
の
小
作
守
議
の
地
方
的
分
布
肢
出
を
見
る
に
、
大
正
六
・
七
年
頃
に
於
て
は
争
議
地
方
は
極
め
て
郡
小
な
る

地
域
、
印
ち
岐
阜
、
愛
知
等
の
濃
尾
卒
野
を
薮
端
の
地
と
し
て
、
之
に
大
阪
、
兵
庫
、
奈
良
等
の
近
畿
地
方
の
一

最
近
に
於
げ
る
小
作
争
議
の
動
向
と
小
作
立
法

第
五
時
踊

第
四
十
二
巻

八
八
九

i¥ 
-七

1) 大槻正男氏、農村夏生運動に於げる労働の問題(経済往来、第十巻八披)犬。
頁
鞍岡純氏、;本邦小作料の動向(農業経鴻i~i
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部
娃
に
岡
山
、
香
川
、
細
同
等
の

部
に
械
限

5
れ
て
ゐ
た
が
、

附
康
管

に
此
等
の
地
方
に
於
て
争
議
件
数
を

増
す
の
み
な
ら
守
、
漸
次
主
(
の
地
域

ル
本
，
M

庄
一
私
立
足
長
じ
交
ゆ
ド
宇
C
う

J

耳
W
V
-
J
-
-
α
t
v
f
I
3
t
r
i
t
t甲
山
別
主
主
阿
川

-
F
6

『

I
れ
れ

ι

'E骨
Y
寸ノ

背
品
料
H
M

ぴ
北
山
向
島
の
叫
方
一
か
一
限
撤
甚
な
あ
守
議
制
と
牝
し

っ
き
其
の
原
因
別
百
分
比
を
示
す
ー
と
、
左
の
如
き
朕
況
を
呈
す
る
。

~~I: 
m 

伝
聞
す
る
も
の
と
に
分
つ
こ
と
が
出
家
名
c

先
づ
第
一
に
が
わ
仲
山
骨
い
で

b
b
手
静
に
あ
り
で
は
、

斯
か
る
小
作
争
議
の
原
因
に
就
い
て
見
る
に
、
そ
れ
は
積
ム
ザ
雑
多
で
あ
り
、
し
か
も
一
争
議
に
あ
っ
て
も
遠
因

近
因
相
錯
綜
し
て
、
果
し
て
何
れ
を
争
議
の
主
原
因
と
見
る
べ
き
や
共
の
剣
定
に
苦
し
か
場
合
も
め
る
が
、
か
〉

る
微
細
な
る
輸
は
一
臆
除
外
し
、
車
に
一
宇
議
に
つ
き
其
の
最
も
主
要
な
る
も
の
と
思
は
れ
る
一
原
因
の
み
を
と

り
、
し
か
も
此
等
の
原
因
に
就
い
て
も
主
要
な
る
も
の
旨
み
を
拾
ひ
あ
げ
、
且
つ
第
一
表
の
累
年
の
一
等
議
件
数
に

第
二
表
に
よ
る
に
小
作
守
議
の
主
な
る
原
因
は
、
之
を
大
別
し
て
何
小
作
料
問
題
に
闘
す
る
も
の

t
向
小
作
権

風
水
皐
害
等
に
よ
各
自
然
的
不
作
又
は
凶
作
を
理
向

と
し
て
小
作
料
の
一
時
的
減
蒐
を
要
求
す
る
争
議
が
最
多
数
を
占
め
て
ゐ
る
。
こ
の
種
の
雫
議
件
薮
は
、
稲
作
の

1) 農林省農務局、小作争議の概要(農務時報、昭和十..-.i'手三月宮古)によ昌。但し
昭新十年度の争議件費立は昭和十一年一月十日迄に報告Iめbし件数である。之
を~B長和九年度の争議にして同一期日(昭和十年一月十日}迄に報告されたる件
重量4.458件に較べ1，054件の激増を来してゐる。
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周原
最
近
に
於
げ
る
小
作
争
議
の
動
向
ー
と
小
作
守
一
法

豊
凶
程
度
の
如
何
に
よ
っ
て
年
に
よ
っ
て
多
少
の
増
減
は
あ
る

一
炉
、
大
正
末
期
に
於
け
る
小
作
争
議
の
激
殺
に
伴
ふ
て
著
し
く
増

加
し
、
大
正
十
五
年
に
は
会
争
議
件
数
の
七
割
強
を
占
め
た
。
併

し
そ
の
後
は
こ
の
種
の
争
議
に
依
て
小
作
料
が
或
る
程
度
ま
で
低

下
さ
れ
た
る
と
、
ま
た
近
時
に
於
け
る
地
主
の
謹
襲
的
態
度
が
濃

厚
と
な
つ
に
等
種
々
の
珂
白
か
ら
、
昭
和
四
年
以
来
断
次
減
少
の

傾
向
に
み
る
。

f
u
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n
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t
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吊
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b
1
1
J

は
凶
作
を
理
由
と
し
て
一
時
的
減
免
を
要
求
す
る
に
止
ら
子
、
契

約
小
作
料
の
高
率
な
る
た
め
、
小
作
地
の
農
業
経
管
の
牧
文
相
償

は
rt
る
こ
と
、
或
は
小
作
農
家
の
生
計
困
難
を
惹
起
す
る
こ
と
等

を
理
由
と
し
て
、
契
約
小
作
料
の
永
久
的
減
額
を
要
求
す
る
場
合

も
あ
る
。
此
の
種
の
争
議
は
大
正
十
二
・
コ
一
年
頃
は
相
営
多
数
に

上
っ
た
が
、
此
の
要
求
は
貫
際
上
貫
徹
困
難
で
あ
る
か
ら
、
最
近

は
作
柄
の
如
何
に
拘
ら
や
年
冷
繰
返
し
て
相
営
な
る
減
免
を
要
求

し
て
、
寅
質
的
に
は
小
作
料
の
永
久
的
減
額
と
同
様
の
致
果
を
耽

第
四
十
二
巻

ノ1
大ム

第
五
披

A 
九

農林省農務局、小作争議の梅況(昭和五年五月)。同局、昭和八年度小作年報
及び小伶宅評議の織要(農務時報)に土 zω 

山本巌氏、小作組合運動、小伶争議(出:曾政策時報、昭和十一年三月盟主)二一
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最
近
に
於
げ
る
小
作
争
議
の
動
向
と
小
作
立
法

第
川
十
二
谷

i¥. 
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i
s
r
I
U
 

芽
引
切

jL 

C 

め
む
と
す
る
傾
向
に
あ
る
。
此
の
外
に
蕊
数
年
来
の
不
況
に
よ
り
、
小
作
人
の
生
活
が
窮
乏
化
し
、
た
め
に
小
作

料
の
一
部
又
は
全
部
の
滞
納
を
急
し
、
之
に
劃
し
地
主
か
ら
小
作
料
支
排
の
督
促
を
な
し
、
争
議
と
な
る
場
合
が

増
加
し
つ
〉
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

h-‘.、‘
.
.
 h.‘
.
、
、
、
、
、
、
、
、

.

.

.

.
 、
、
、
、
、
、
、

第
二
に
小
作
聞
係
又
は
小
作
地
引
上
に
端
を
殺
す
る
争
議
件
数
は
、
大
正
十
五
年
頃
ま
で
は
綿
件
数
の
一
割
齢

を
占
め
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
岬
附
一
来
漸
榊
し
、
最
近
は
栂
件
批
の
五
割
内
外
伝
・
占
め
て
ゐ
る
。
従
て
今
日
の
小

三
'
p
r
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l
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刊
守
j
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H
h

守
h
E
y
e
d
川
川
和
加
賀
U
利
か
い

J-u
，u
d
m
c
H諸
民
間
じ
が
り
占
も
U
-
n
b
E
J
ド
貯
る
こ
と
、
な
り
刻

地
を
中
心
と
す
る
紛
争
と
化
す
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
は
最
近
に
於
け
る
中
小
地
主
の
生
活
窮
迫
の
た
め
再
び
自
ら

耕
す
と
こ
ろ
の
農
民
た
ら
む
と
し
て
小
作
地
の
返
還
を
求
な
る
も
の
、
小
作
人
の
生
活
窮
之
化
に
よ
る
小
作
料
滞

納
を
基
固
と
し
て
地
主
に
し
て
小
作
地
の
引
上
を
要
求
す
る
も
の
、
地
主
に
し
て
負
債
の
重
暦
よ
り
逃
れ
る
た
め

土
地
を
責
却
ぜ
ん
と
し
て
返
地
を
要
求
す
る
も
の
等
に
基
く
も
の
で
あ
り
、
今
や
争
議
は
土
地
返
還
を
中
心
と
す

る
争
議
に
一
轄
し
、

一
一
暦
そ
の
深
刻
の
皮
を
加
へ
つ
b

あ
る
。

か
く
の
如
く
争
議
が
小
作
料
蹴
菟
を
中
心
'
と
す
る
も
の
か
ら
、
土
地
返
還
を
中
心
と
す
る
も
の
に
移
り
つ
〉
あ

る
結
果
と
し
で
、
小
作
人
の
地
主
に
劃
す
る
主
要
要
求
事
項
も
次
表
の
如
〈
品
償
還
し
て
ゐ
る
。

却
ち
従
来
最
も
多
数
を
占
め
て
ゐ
た
一
時
的
叉
は
永
久
的
小
作
料
減
免
要
求
は
漸
減
の
傾
向
を
辿

h
っ
、
め
る

に
反
し
、
最
近
は
小
作
契
約
櫨
績
、
小
作
棋
叉
は
永
小
作
樺
の
確
認
若
く
ば
賠
償
要
求
等
の
消
極
的
要
求
件
薮
炉

増
加
し
て
居
h
、
ま
た
小
作
粋
に
闘
す
る
要
求
に
し
て
も
、
小
作
料
納
入
延
期
叉
は
分
割
支
排
要
求
等
の
消
極
的
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最
廷
に
於
げ
る
小
作
争
議
の
動
向
と
小
作
立
法

第
四
十
二
容

八
九
四

第
五
就

:lL 

要
求
件
数
が
増
加
し
つ
〉
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

更
に
小
作
争
議
の
規
模
に
就
い
て
見
る
に
、
近
代
的
小
作
手
議
の
始
ま
る
迄
の
一
手
議
に
於
て
は
、

一
地
主
劃
一

小
作
人
の
個
人
的
争
議
が
多
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
争
議
の
規
模
も
比
較
的
小
き
か
っ
た
が
、
大
正
八
・
九
年
以
来

の
農
民
組
令
運
動
の
殺
肢
に
件
ひ
、
守
議
は
集
岡
的
と
な
り
、
共
の
規
模
は
機
大
5
れ
る
に
五
つ
亡
。
併
し
な
が

ら
最
近
に
於
て
は
、
守
議
の
規
模
川
次
第
に
縮
小
し
つ
冶
め
る
こ
と
は
、
第
四
表
に
一
市
す
如

t
で
ゐ
ぉ
。
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土
地
込
山
誌
ド
闘
す
る
与
論
剛
一

ω柑
か
じ
め
る
f

即
ち
こ
の
科

の
争
議
は
一
般
に
個
人
的
闘
係
の
も
の
が
多
く
、

そ
の
背
景
に
闇
躍
的
行
動
を
件
ふ
場
合
に
於
て
色
、

一
挙
議
の

参
加
人
員
は
数
人
調
数
人
の
範
園
を
出
で
な
い
と
共
に
、
そ
の
闘
係
耕
地
面
積
も
ま
た
狭
小
な
る
を
常
と
す
る
か

ら
で
あ
る
。

近
代
的
な
る
小
作
争
議
、
就
中
小
作
料
減
菟
要
求
、
其
の
他
小
作
傑
件
の
改
定
に
闘
す
る
守
議
に
あ
っ
て
は
、

小
作
人
側
は
囲
躍
的
の
態
度
を
執
る
を
官
と
し
、
各
大
字
或
は
町
村
を
匝
域
止
し
て
小
作
人
組
合
を
組
織
し
、
又

は
会
園
農
民
組
合
共
の
他
の
系
統
的
農
民
組
合
に
加
盟
し
て
其
の
支
部
を
設
立
し
指
導
者
統
制
の
下
に
一
致
結
束

し
て
各
種
の
手
段
を
講
じ
て
地
主
に
針
抗
す
る
。
而
し
て
其
の
針
抗
手
段
と
し
て
は
、
小
作
料
問
題
に
あ
っ
て
は
、

小
作
料
減
兎
共
の
他
の
要
求
を
圃
躍
的
に
行
ふ
と
同
時
に
、
小
作
料
の
不
納
同
盟
者
〈
ぱ
共
同
保
管
、
共
同
責
却

等
を
行
ひ
、
或
は
各
自
宇
議
費
用
と
し
て
幾
分
の
金
品
を
醸
出
し
て
小
作
人
側
の
結
束
を
固
め
る
。
ま
た
土
地
返

還
問
題
に
あ
っ
て
も
、
小
作
人
は
小
作
組
合
或
は
農
民
組
合
の
慮
援
を
求
め
、
地
主
よ
り
小
作
地
返
還
の
要
求
め



る
も
之
が
絶
劃
的
不
返
還
を
磐
明
し
、
飽
迄
耕
作
権
を
主
張
し
、
地
主
側
が
訴
訟
を
提
起
す
る
に
至
れ
ば
、
各
種

の
抗
緯
方
法
を
講
じ
て
訴
訟
の
遷
延
を
策
し
、
又
は
組
合
の
顧
問
静
護
士
に
一
切
を
委
任
し
て
小
作
人
自
ら
は
営

面
の
交
捗
を
な
す
を
回
避
せ
ん
と
す
る
色
の
も
あ
る
。

地
主
側
の
執
る
封
抗
手
段
と
し
て
は
、
小
作
料
に
闘
す
る
宇
議
に
し
て
小
作
人
が
小
作
料
文
捕
の
催
告
に
臆
ぜ

十
、
殊
に
小
作
料
不
納
'
佐
藤
明
し
て
完
納
し
な
い
場
合
に
は
、
小
作
料
の
請
求
訴
訟
を
提
起
し
、
又
は
債
植
確
保

の
手
段
と
し
て
稲
毛
そ
の
他
心
動
産
般
差
押
の
手
段
に
出
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
小
作
地
返
還
問
題
に
在
つ
て
は
、

口
頭
或
は
書
面
を
以
て
小
作
契
約
解
除
、
小
作
地
返
還
の
遁
合
を
な
し
、
小
作
人
が
之
に
臆
じ
な
い
場
合
に
は
土

地
抵
還
請
求
訴
識
を
崎
起
し
、
戒
は
四
四
制
手
段
た
る
土
地
立
入
禁
止
mm底
分
を
行
ふ
等
の
訟
律
的
手
段
を
以
吋
L

小

作
人
に
調
抗
す
る
こ
と
が
あ
る
。
斯
か
る
強
制
手
段
は
争
議
セ
一
般
に
激
化
せ
し
め
る
場
合
が
麗
冷
め
る
。

小
作
争
議
の
劃
策
と
し
て
大
正
十
三
年
に
小
作
調
停
法
が
後
布
さ
れ
た
営
時
に
於
て
は
、
地
主
側
色
小
作
人
側

色
、
調
停
を
申
立
つ
る
こ
と
を
不
利
な
り
と
し
、
之
を
利
用
す
る
も
の
が
比
較
的
勘
な
か
っ
た
が
、
最
近
に
於
て

は
小
作
人
側
か
ら
も
法
の
精
神
が
理
解
さ
れ
る
に
仲
ひ
、
又
地
主
側
の
民
事
訴
設
を
回
避
す
る
上
か
ら
も
、
調
停

を
申
立
て
る
数
が
次
第
に
増
加
し
て
ゐ
る
。

、
、
、
、
、

最
後
に
小
作
争
議
の
結
末
を
見
る
に
次
表
に
一
不
す
如
〈
、
小
作
争
議
の
多

t
は
小
作
調
停
法
、
小
作
官
そ
の
他

の
調
停
者
(
地
方
有
志
者
、
町
村
長
、
師
長
、
村
曾
議
員
、
農
舎
役
職
員
等
)
の
調
停
仁
よ
っ
て
解
決
し
て
ゐ
る
。

小
作
争
議
は
小
作
品
州
停
法
や
調
停
者
の
努
力
に
よ
り
、
且
つ
相
営
な
る
時
日
の
超
過
に
侯
っ
て
、
北
九
の
大
部
分

最
近
に
於
げ
る
小
作
争
議
の
動
向
と
小
作
立
法

八
九
五

第
五
務

カa

第
四
十
二
巻

農株省農務局、小作争議の概要(農務時朝、昭和十一年三月貌)丸乃至一一頁。
小体調停法による受理縄件数は昭和-t:lr.\こはあ~n2件(うちし似0件は調停成
立)、八年には4，8凶件{うも2，1821'牛は湖特成立〉、九年には;'，013件(うち2，609
件は調停成立) Iこ上ってゐる。

.:1・
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最
近
に
於
げ
る
小
作
争
議
の
動
向
と
小
作
立
法

zzf孟言

第
四
十
二
巻

第
五
時
抗

弘、
L

f
Jノ
4
F

九
州

は
解
決
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
其
の
最
も
執
捕
な
る
事
件
じ
在
つ
て
は
未
解

決
の
偉
薮
年
を
粧
過
し
、
或
は
訴
訟
や
調
停
に
永
〈
繋
属
す
る
場
合
も
勘
〈

な
い
。
き
れ
ば
之
に
よ
っ
て
農
村
の
自
治
、
平
和
を
範
し
、
ひ
い
て
農
業
の

健
買
な
4

自
殺
珪
を
害
す
る
こ
と
が
勘
く
な
い
。

以
上
論
及
し
た
る
聡
い
よ
っ
て
瞭
な
る
い
か
如
く

b

最
近
の
傾
刈
と
し
C
小

三

E
F
t
-
、
二

d
l
'
!
:
p
t
e
h
1
・

引
等
諒

N
U
A
初
来
を
ぜ
〈
F
B
a
e
誌、刀

E

次
第
仁
土
地
返
還
の
争
議
仁
秒
hノ

つ
〉
あ
る
。
小
作
料
を
め
ぐ
っ
て
小
作
守
議
が
起
る
の
は
、
我
闘
の
契
約
小

作
料
が
一
般
的
に
倫
ほ
幾
分
高
率
仁
過
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
従
来
に
於
て

「
小
作
料
が
低
下
を
見
て
居
る
と
こ
ろ
は
多
〈
は
小
作
宇
議
地
で
あ
っ
て
、
宇

面
か
ら
云
へ
ば
小
作
争
議
を
や
ら
な
け
れ
ば
小
作
料
は
低
下
し
な
い
と
云
ふ
が
如
き
結
論
と
も
な
る
」
の
で
あ
る

が
、
併
し
守
議
に
よ
っ
て
の
み
小
作
料
の
低
下
を
闘
る
こ
と
に
放
任
す
る
と
き
は
、
農
村
の
卒
和
を
著
し
く
害
す

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
園
家
は
小
作
法
を
制
定
し
て
小
作
料
の
公
正
化
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
七
土
地
返
還
を

め
ぐ
る
争
議
に
あ
り
て
も
、
耕
作
を
在
来
通
り
櫨
績
し
た
し
と
の
小
作
人
の
無
理
か
ら
ぬ
要
求
に
基
く
も
の
が
勘

〈
な
い
か
ら
、
園
家
は
小
作
法
の
一
制
定
に
よ
っ
て
耕
作
植
の
確
立
を
圃
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
之
を
要
す
る
に
、

小
作
法
の
制
定
は
、
新
し
き
枇
曾
情
勢
の
下
に
、
地
主
と
小
作
人
ム
」
の
協
調
を
賛
寸
上
か
ら
す
る
も
極
め
て
必
要

で
あ
る
ο

農林省農務局、小作年報及び小作争議の機要(農務時幸lilによる。
協調合、小作争議地に於りる農村事情、一七二貰2) 



一ー一

小
作
法
の
制
定
が
、
農
業
経
管
上
、
岡
氏
経
樺
上
斑
じ
祉
舎
政
策
上
か
ら
見
て
必
要
な
る
こ
と
は
、
革
に
養
言

を
要
せ

5
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
謹
ん
で
小
作
法
制
定
上
規
定
す
べ
き
主
要
項
目
に
就
い
て
論
や
る
で
あ
ら
う
。

一
、
巾
作
曜
の
確
立

小
作
法
制
定
に
際
し
て
第
一
に
問
題
と
す
べ
き
は
小
作
樺
の
確
立
で
あ
る
。
小
作
樺
が

安
定
せ
子
、
地
主
よ
り
何
時
に
で
も
小
作
契
約
の
解
除
ぞ
申
入
れ
得
る
が
如
き
事
情
の
下
に
於
て
は
、
小
作
人
の

生
存
の
基
礎
は
著
し
〈
脅
か
さ
る
〉
の
み
な
ら
や
、
小
作
人
は
安
心
し
て
農
業
経
楼
を
椴
離
し
特
な
い
か
ら
、
勢

ひ
農
業
の
脇
田
漣
を
阻
害
す
る
こ
と
よ
仏
る
。
現
行
防
法
い
い
よ
れ
ば
、
小
作
樺
へ
永
小
作
権

ω外
}
は
す
く
て
賃
借
催
、
印

ち
僚
機
で
あ
る
。

主
れ
の
結
果
国
若
し
も
地
主
が
其
の
士
拙
を
的
人
に
譲
hJ
放
せ
は
、

小
作
人
は
新
地
主
仁
お
析
し

得
ペ
き
何
等
の
樺
利
を
も
有
せ
，
さ
る
が
故
に
、
新
地
主
の
請
求
あ
り
次
第
何
時
に
で
も
土
地
ぞ
返
還
し
な
り
れ
ば

な
ら
な

h
。
民
法
上
に
於
て
も
、
賃
借
樺
と
躍
も
之
を
整
記
す
る
と
き
は
第
三
取
得
者
に
劃
し
て
物
構
的
数
力
を

生
や
る
こ
と
に
は
な
っ
て
ゐ
る
が
、
併
し
整
記
に
つ
い
て
は
地
主
の
同
意
そ
必
要
と
す
る
か
ら
、
寅
際
に
は
小
作

人
の
地
位
を
保
護
す
る
に
役
立
た
な
い
。
き
れ
ば
小
作
権
は
之
を
物
模
化
し
、
登
記
を
侯
た
な
い
で
も
第
三
者
に

卦
抗
し
得
る
も
の
左
な
す
べ
き
で
あ
る
。
第
五
十
九
議
舎
に
提
出
さ
れ
た
る
小
作
法
案
第
五
慨
に
於
て
も
「
小
作

地
ノ
賃
貸
借
』
其
ノ
整
記
ナ
キ
モ
小
作
地
ノ
引
渡
ア
ヲ
タ

Y
ト
キ
』
爾
後
英
ノ
小
作
地
一
一
付
物
樺
ヲ
取
得
シ
タ

y

者
ニ
劃
ジ
共
ノ
致
カ
ヲ
生
ス
」
と
規
定
し
て
小
作
権
の
物
模
化
を
謡
ひ
、
ま
に
朝
鮮
農
地
令
第
十
二
僚
に
も
同
一

の
趣
旨
を
規
定
し
て
ゐ
る
。

最
近
に
於
げ
る
小
作
争
議
の
動
向
と
小
作
立
法

第
四
十
二
巻

ii. 
7L 
-ヒ

第
五
時
現

九
五:

この場合小作人は奮地主に射し債務不路行による挽害の賠償を請求し得るに
過ぎない。

2) 不動産賃借構の保護f物権主義による)~~~明治四十二年五月一日法律第四十盟主
建物保護に閲する法律、大正十年四月八日法律第五十j披借家法に於て賓現き
れてゐる。諸外閣の法制に就いても、不効産の賃貸借は物権化の傾向にある。
この匙に就いては橋川波氏、小作櫨の首位認と小作自t法(日本農業の展望)主主回

1) 



最
近
に
於
げ
る
小
作
争
議
の
動
向
と
小
作
立
法

第
五
時
抗

第
四
十
二
巻

八
九
八

九
六

か
〉
る
小
作
植
の
確
立
は
菅
に
小
作
人
の
地
位
を
安
固
な
ら
し
め
、
そ
の
生
活
を
安
定
な
ら
し
む
る
に
役
立
つ

の
み
な
ら
守
、
更
に
之
に
よ
っ
て
土
地
所
有
樺
と
小
作
樺
と
の
限
界
を
明
に
し
、
雨
者
営
混
同
す
る
の
危
険
を
避

け
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
土
地
所
有
棋
の
存
在
を
瞭
に
し
て
、
地
主
の
椎
利
の
侵
蝕
さ
る
〉
ゲ
}
防
ぎ
、
雨
者
の

公
正
な
る
棋
利
義
務
の
闘
係
の
上
に
、
そ
の
協
調
を
促
す
た
め
に
も
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。

今
や
小
作
樺
の
不
安
定
な
る
た
め
に
、
土
地
返
還
を
め
ぐ
る
小
作
争
議
が
激
増
し
つ
う
め
る
際
で
あ
る
か
ら
、

小
作
椛
ぞ
擁
立
寸
る
こ
と
以
前
こ

ω
相
の
守
識
を
防
止
し
農
村
の
平
和
を
招
致
す
忍
上
か
ら
も
、
急
務
で
あ

4

る。

小
作
樺
を
如
何
に
物
樺
化
し
で
も
、
そ
の
存
繍
期
聞
が
極
め
て
短
い
か
、
又

二
、
山
巾
作
構
存
掴
期
閣
の
確
定

は
不
定
な
る
場
合
に
於
て
は
、
小
作
人
を
充
分
に
保
護
す
る
を
得
な
い
。
今
日
杢
閤
の
一
般
小
作
慣
行
と
し
て
は

川
「
一
一
般
二
期
間
ヲ
定
メ
ス
小
作
人
二
於
テ
不
都
合
ノ
行
免
無
キ
限
リ
年
今
櫨
績
小
作
セ
シ
ム

Y

ヲ
普
通
ト
ス
」
る

不
定
期
小
作
と
、
開
「
小
作
誼
書
ヲ
以
テ
契
約
ス
戸
モ
ノ
円
三
年
乃
至
五
年
位
ノ
期
間
ヲ
附
セ

Y

号
ノ
多
キ
司
之

レ
ト
ア
地
主
ユ
於
テ

λ
用
ノ
節
』
引
戻
uv
得
Y
契
約
ア

Y
ヲ
普
通
ト
λ

。
桑
樹
果
樹
園
ノ
如
キ
永
年
間
一
三
於
-
プ
円

十
年
乃
至
十
五
年
位
ノ
期
間
ヲ
附
セ

Y

毛
ノ
」
た
る
定
期
小
作
と
の
こ
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
の
不
定
期
小
作
慣

行
に
於
て
は
、
小
作
人
に
於
て
不
都
合
の
行
翁
な
き
限
り
年
々
織
績
小
作
せ
し
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
民
法
第
六

一
年
の
猶
珠
金
円
以
て
す
る
な
ら
ば
、

各
営
事
者
は
何
時
に
で
も
解
約
の
申
入
を
銭
す
こ
と
を
得
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
か
〉
る
不
定
期
小
作
は
小
作
人

百
十
七
燥
に
依
れ
ば
、
嘗
事
者
が
賃
貸
借
の
期
聞
を
定
め
ざ
』
り
し
と
き
は
、

の
生
活
安
定
上
及
び
農
事
改
良
上
適
切
で
あ
る
と
は
云
へ
な
い
。
従
て
現
行
の
積
物
自
上
、
不
定
期
小
作
た
る
と
定

一頁以下参照〉
r) 小体争議の調停にあたってゐる多敏の小作官も小FI':i去の制定、就中小作機の

確立を要望Zれてゐる(枇舎政策時報、昭和十年寸二月盟主、小作法特輯掲載
の諸論文参照)
農林省農務局、小作慣行に闘する調査資料、 -J[
但し収穫季節ゐる土地の賃貸借に就ては其の季節彼女の耕作に着手する前に

2) 
3) 



期
小
作
た
る
と
を
聞
は
子
、
小
作
契
約
の
最
短
期
聞
を
法
定
し
て
、
小
作
人
の
地
位
を
保
障
す
べ
き
で
あ
る
。
こ

の
意
味
に
於
て
嘗
て
小
作
制
度
調
査
委
員
幹
事
案
が
、
「
期
間
ヲ
定
メ
ス
若
』
期
間
-
二
付
疑
ア

Y
ト
キ
』
之
ヲ
七
年

ト
ス
」
と
な
し
た
る
は
、
そ
の
湿
本
精
神
に
於
て
之
を
妥
営
と
す
べ
き
で
あ
る
。

然
ら
ば
此
の
小
作
期
聞
を
如
何
に
定
h
u

べ
き
か
ヲ
問
題
と
な
る
。
第
五
十
九
議
合
提
出
の
小
作
法
案
ぽ
、
小
作

地
の
賃
貸
借
の
期
聞
を
定
む
る
と
き
は
共
の
期
聞
は
五
年
を
下
る
こ
左
を
得
・
?
と
し
、
朝
鮮
農
地
令
は
小
作
地
の

賃
貸
借
の
期
聞
は
三
年
を
干
る
こ
と
を
得
ゃ
、
永
年
作
物
の
栽
培
を
目
的
と
す
る
賃
貸
借
に
在
り
で
は
七
年
を
下

る
こ
と
を
得
ゴ
る
こ
と
(
第
七
傑
)
?
と
規
定
し
で
ゐ
る
。
併
し
地
主
側
に
於
て
共
の
土
地
を
自
ら
耕
作
す
る
見
込
の
な

い
恨

h
、
ま
た
小
作
人
側
に
於
け
る
不
信
行
憶
に
則
的
す
る
暗
主
の
敗
郷
旧
明
白
記
の
が
す
る
四
時
り
、

i門主

吻j
|間

;毘

程
地
主
に
も
小
作
人
に
も
利
獲
で
あ
り
、
ま
た
耕
地
生
産
力
の
維
持
増
進
の
動
か
ち
す
る
も
有
利
で
あ
る
。
従
て

小
作
期
聞
は
成
る
ぺ
〈
之
を
長
期
と
し
、
普
通
の
小
作
地
の
賃
貸
期
聞
は
十
年
乃
至
十
五
年
以
上
、
永
年
作
物
の

栽
培
を
目
的
と
す
る
賃
貸
借
は
十
五
年
乃
至
二
十
年
以
上
に
定
む
べ
き
で
あ
ら
う
唱
こ

(
桂
一
}
海
村
康
氏
の
主
張
の
却
h
、
小
伶
期
聞
は
単
に
小
伶
契
約
の
存
練
期
間
を
定
め
る
志
の
で
な
く
、
同
時
に
小
作
料
の
不
刷
用
期
間
だ
品
性

質
を
有
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
徐
り
に
長
期
な
る
小
作
期
間
の
決
定
は
地
主
に
も
小
作
人
に
色
不
利
と
な
る
。
反
之
、
橋
川
波
氏
の
主
張
の
却
し
い

小
作
機
の
存
嫌
期
間
と
約
定
小
作
料
の
改
定
期
間
と
は
白
ら
別
問
題
で
め
る
と
す
れ
ば
、
小
作
契
約
期
間
の
長
期
な
る
方
が
よ
い
。
最
廷
の
小
作
争

議
調
停
の
結
末
よ

b
見
る
に
、
小
伶
契
約
纏
績
期
間
と
小
停
料
不
改
定
期
間
と
を
同
一
一
硯
せ
る
事
例
が
多
く
、
従
て
小
伶
契
約
期
聞
は
五
年
乃
至
七

年
と
い
ふ
比
較
的
伺
期
と
な
っ
て
ゐ
恥
。

Z
れ
ば
小
作
法
制
定
の
際
に
は
、
小
伶
契
約
期
聞
は
相
営
に
長
期
と
す
る
と
同
時
に
、
小
伶
契
約
存
練
中

主
雄
色
、
公
租
公
課
の
費
動
、
そ
の
他
経
漕
事
情
の
建
動
に
よ
っ
て
、
従
来
の
契
約
小
作
料
が
不
公
正
主
な
る
場
舎
に
山
、
之
を
改
定
し
得
る
や
う

規
定
す
-
べ
き
で
め
る
。

最
近
に
於
げ
る
小
作
争
議
の
動
向
と
小
作
立
法

第
四
十
二
巻

八
九
九

第
五
一
務

カ8
~ 
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解約1)申入を伶すことを要する 6の?あ品。
1) ιの小作法案が依然とし工不定期小作制 1['認める(第九、十、十一保)ι とは

通常ではない。
樫村葉氏、農業土地政策論、二一頁
橋川I'i.虚氏、小伶械の確保に鵡で(開業担E掛日午究、第十三港第三lJJlt)四三頁
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最
近
に
於
げ
る
小
作
争
議
の
動
向
と
小
作
立
法

第
四
十
二
巻

九

O
O

第
五
就

九
/九

一
、
巾
作
期
間
の
更
新

高
に
小
作
期
間
の
克
新
と
云
ふ
の
は
、
既
存
の
小
作
契
約
の
同
一
性
を
害
す
る
こ
左

な
く
し
て
、
小
作
雄
存
繭
期
聞
を
更
に
一
期
間
延
長
す
る
こ
'
と
を
意
味
す
る
。
小
作
料
共
の
他
の
小
作
保
件
を
改

定
す
べ
き
巳
か
を
得
r
d

る
事
情
が
起
ら
な
い
限
り
、
小
作
契
約
を
そ
の
ま
冶
更
新
す
る
こ
と
は
、
小
作
人
の
生
活

安
定
の
上
か
ら
望
ま
し
い
。
現
花
の
小
作
慣
行
に
よ
れ
ば
寸
期
限
前
一
二
双
方
何
等
ノ
通
告
ナ
ケ
レ
』
小
作
』
夏
日
一

前
約
一
二
制
ヒ
一
期
間
椴
粕
月
」
お
伝
説
日
通
」
し
て
ぬ
る
い
か
、
小
作
法
制
定
の
吻
合
i
も
同
校
の
趣
同
刊
を
規
定
す
ベ

き
で
あ
る
。
小
作
法
案
第
十
一
一
-
僚
に
は
「
営
事
者
ヵ
期
間
満
了
前
六
月
乃
至
一
年
内
一
一
相
手
方
z

調

ν
更
新
拒
絶

ノ
通
知
叉
』
僚
件
ヲ
麓
夏
ス

Y

ニ
非
サ
レ
』
夏
新
セ
サ

Y
旨
ノ
通
知
ヲ
魚
サ
サ
戸
ト
キ
』
従
前
ノ
賃
貸
借
ト
同
一

ノ
傑
件
ヲ
以
ア
夏
-
一
賃
貸
借
ヲ
魚
U

タ

Y

毛
ノ
ト
看
倣
ユ
」
主
規
定
し
て
現
慣
行
の
趣
旨
を
認
め
て
ゐ
る
。
併
し

此
の
第
十
三
僚
の
規
定
の
み
を
以
て
す
れ
ば
、
地
主
は
小
作
期
間
満
了
前
六
ヶ
月
に
小
作
契
約
更
新
を
担
絶
し
て
、

小
作
人
を
放
逐
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
若
し
岡
市
意
の
地
主
が
あ
る
な
ら
ば
、
之
を
小
作
料
引
上
に
利
用
す
る
こ
と

が
な
い
で
も
な
い
。
そ
こ
で
斯
か
る
地
主
の
横
暴
を
防
ぐ
た
め
、
小
作
法
案
第
十
六
俸
は
「
小
作
地
ノ
賃
貸
人
A

賃
借
入
-
一
背
信
ノ
行
急
ナ
考
限
リ
不
信
ノ
理
由
ニ
困
リ
悪
意
ヲ
以
テ
解
約
ノ
申
入
ヲ
魚
シ
叉
』
更
新
ヲ
拒
ム
事
ヲ

得
ス
」

L
」
規
定
し
て
、
小
作
人
の
保
護
を
念
頭
に
置
い
て
ゐ
る
。
朝
鮮
農
地
令
第
十
九
僚
も
略
同
様
の
趣
旨
を
福

っ
て
ゐ
る
。
今
や
小
作
地
返
還
雫
議
が
激
増
し
つ
〉
あ
る
際
で
あ
る
か
ら
、
之
を
未
殺
に
叉
は
迅
速
に
解
決
す
る

た
め
に
も
、
第
十
六
帳
の
規
定
は
、
上
越
の
第
五
保
の
規
定
と
共
に
極
め
て
必
要
で
あ
る
。

目
、
山
m
作
檀
の
賠
償
、
責
買
そ
の
他

小
作
法
案
第
十
六
僚
の
精
神
よ
り
す
れ
ば
、
小
作
棋
は
之
を
更
新
す
る

代時シヨuv 
r-レフJ

〆，凋l要
。

必
る

ぴ
ゐ
頁

及
守
一

貴
分
料

事
充
責

の
ぱ
査

定
れ
調

改
す
る

料
想
す

作
同
開

小
を
に

昌
定
行

げ
改
慣

於
の
作

に
料
小

中
件
、

問
小
局

期
納
務

約
金
農

契
逸
省

作
濁
林

小
の
農

心

ω



を
原
肌
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
地
主
が
不
営
の
理
由
に
よ
っ
て
、
解
約
を
な
し
v

又
は
兎
新
を
桓
り
場
合

ι

は
、
小
作
人
は
地
主
に
劃
し
相
官
の
担
害
賠
償
を
請
求
し
得
る
や
う
規
定
す
.
べ
き
で
あ
る
。

更
に
小
作
人
が
自
己
の
勢
力
費
用
を
用
ゐ
て
小
作
地
を
改
良
し
共
の
債
値
を
高
め
七
場
合
に
、
地
主
が
之
に
劃

し
て
何
等
の
賠
償
を
支
梯
は
や
無
償
で
小
作
地
の
返
還
を
受
〈
る
も
の
と
す
れ
ば
、
地
主
は
不
常
に
利
金
ぞ
受
け

る
こ
と
〉
な
り
、
び
い
て
小
作
地
の
改
良
を
色
阻
害
す
る
こ
と
h

な
る
か
ら
、
土
地
返
還
に
際
し
て
は
、
地
主
の

決
諾
を
得
て
小
作
人
の
な
し
た
る
土
地
改
良
そ
の
他
の
有
盆
費
の
賠
償
義
務
ぞ
地
主
に
課
す
ペ
き
で
あ
L
。
併
し

ト
小
作
人
が
地
主
の
求
諸
を
得
一
宇
じ
て
為
し
た
る
土
地
改
良
に
劃
し
、

明
富
三
L
9
5
h、
ム
記
庄
乃

J
m
t
a小
佐
也
七
戸
A
Y
H

加
し
、

f

i

J

1

1

1

月
i

i

1

J

i

q

j

J

J

i

地
主
に
賠
償
の
義
務
伝
説
す
べ
き
や
否
や
が

そ
の
小
作
地
に
到
す
る
閥
心
が
濁
ら
い
ー
で
ゐ
る
時
代
に
快

て
は
、
小
作
人
の
土
地
改
良
を
承
諾
し
な
い
場
合
も
起
人
a
p
と
考
へ
ら
れ
る
。
き
れ
ば
斯
か
る
場
合
に
は
小
作
人
か

ら
地
主
に
小
作
地
改
良
を
通
告
す
る
と
同
時
に
、
小
作
審
判
所
に
申
出
で
、
こ
の
審
判
所
に
於
て
必
要
と
認
め
た

る
限
度
に
於
て
、
地
主
の
承
諾
な
〈
と
色
、
之
が
賠
償
義
務
営
地
主
に
識
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

小
作
植
の
買
買
は
、
小
作
人
に
相
営
の
理
由
あ
る
場
合
に
限
り
、
之
を
認
h
u
べ
き
で
あ
る
。
併
し
小
作
人
自
瞳

か
ら
す
れ
ば
、
特
別
の
理
由
に
よ
っ
て
農
耕
'
伊
藤
し
な
い
限
り
、
小
作
樺
を
子
今
孫
ゃ
に
相
繭
せ
し
め
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
か
ら
、
小
作
植
を
小
作
人
の
家
産
と
し
て
強
制
執
行
を
免
れ
し
む
る
家
産
品
仰
を
制
定
し
て
之
に
趨
用

す
る
こ
と
色
必
要
で
あ
る
。
占
え
た
小
作
人
の
み
よ
り
な
る
耕
作
管
理
組
合
若
〈
ば
共
同
借
地
組
合
仁
よ
っ
て
地
主

と
集
闘
契
約
を
結
ぶ
こ
と
、
或
は
産
業
組
合
組
織
に
よ
っ
て
農
地
管
理
組
合
を
設
立
し
て
、
小
作
棋
の
確
保
に
努

最
近
に
於
げ
る
小
作
争
議

ω動
向
と
小
作
立
法

第
凶
十
二
巻

九
O 

第
五
披

九
九

小作法案第二十傑
この小作審列所は卵i帯、小作官、そ([:11血鰍λの民間小作審5J'IJ委員を以て組識
し、一郡又は敷郡医域に之を設置すゅ

3) 併し無闇に小作機の責買を許すときは、折角小作法によlつで小作料の低下を
国つτb、低下された小作料の資本還元i~~iだげ小作構の債格となれ綿来の
新小作者に封する重い負槽となるから、l この坊は充分に詑意すべきであ品。
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最
近
に
於
げ
る
小
作
争
議
の
動
向
と
小
作
立
法

め
る
こ
と
も
一
方
法
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
。

第
四
十
二
巻

九
O 

第
五
披

一O
O

五
、
巾
作
料
の
公
正
化

小
作
法
に
よ
っ
て
小
作
料
の
公
正
化
を
園
る
こ
と
は
極
め
て
必
要
で
あ
る
が
、
小
作

料
は
各
地
方
、
各
地
域
に
よ
り
て
異
な
り
、
ま
た
一
地
域
(
一
村
落
内
)
に
於
て
も
小
作
地
の
位
置
、
地
味
、
地
形
等

ド
よ
っ
て
、
ぞ
れ
，

rI異
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
小
作
訟
を
以
て
会
問
一
律
的
に
規
定
す
お
こ
と
は
到
底
出
家

な
い
。

h
副
作
法
に
よ
っ
て
故
尚
小
作
料
法
〈
ぱ
材
常
小
作
料
含
決
定
し

t
ゐ
る
事
例
は
諸
外
闘
に
於
て
二
、
一
一
一
め

Z
D
H
V
1
 

4
1
f
h
 

松
制
約
一
小
作
怠
業
日
比
ひ
執
仙
mH民
地
令
に
は
川
辺
に
闘
す
&
判
明
見
守
品
附
い
て
ゐ
る
。
岩
し
小
作
訟
に
よ
っ
て
会

岡
的
に
小
作
料
の
一
公
正
化
を
園
ら
ん
と
す
れ
ば
、
開
小
作
地
の
契
約
小
作
料
は
共
の
土
地
の
過
去
毅
ヶ
年
間
の
平

均
買
収
穫
の
幾
割
を
超
ゆ
る
こ
L
し
を
得

F
る
も
の
と
す
る
折
、
間
若
し
く
ぱ
公
正
な
る
小
作
料
算
出
の
公
品
の
み

を
小
作
法
中
に
掲
げ
、
こ
の
公
式
に
基
い
て
地
方
別
(
各
同
畑
等
級
別
に
〉
に
決
定
せ
し
む
べ
き
で
あ
ら
う
。
こ
の
雨
老

は
何
れ
も
一
長
一
短
あ
る
が
、
将
来
の
小
作
料
は
定
額
金
納
小
作
料
と
す
る
を
可
と
す
る
か
弘
、
第
二
の
方
法
に

よ
っ
て
、
公
正
な
る
金
納
小
作
料
算
出
の
公
式
を
案
出
す
べ
き
で
あ
る
。
而
し
て
各
地
方
に
於
げ
る
貸
際
の
小
作

料
を
決
定
す
る
た
め
に
は
、
各
郡
叉
は
敷
郡
毎
に
樺
戚
あ
る
小
作
審
判
所
を
設
置
し
て
蕊
で
決
定
す
る
。
而
し
て

営
事
者
の
一
方
が
小
作
料
の
決
定
者
く
ぱ
改
定
を
小
作
審
剣
所
に
願
出
で
た
る
場
合
に
於

τ、
こ
の
審
判
所
が
上

記
の
公
式
に
照
し
共
の
必
要
を
認
め
た
る
場
合
に
は
、
骨
同
事
者
の
他
方
は
此
の
審
判
所
の
決
定
に
服
す
べ
き
色
の

と
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
か
く
て
今
日
の
如
〈
小
作
争
議
含
侯
た
や
し
て
、
小
作
料
が
公
正
化
さ
れ
る
こ
と
う
な
る

か
ら
、
農
村
の
気
風
が
明
朗
化
さ
れ
る
。
現
に
各
地
方
に
於
け
る
小
作
調
停
の
結
果
と
し
て
、
小
作
料
の
改
定
さ

拙稿、農政上よ h見たる家産制度「農村関電桝究)二二凶ー頁以下参照
4、f告法案第三十四傑、朝鮮農地令第十凶傑は産業組合日よる農地管哩組合の
出現を換期してゐる。

6) この外t二、地主が小f告地~貰却する際には、小1'1主人 1こぞの小f1~地の先買櫨を
認 uべきである。

7) 新開地その他に於では類地の』枕穫高を標準とすC'

4) 
S} 



れ
た
る
場
合
を
見
る
に
、
多
〈
は
右
二
方
法
の
何
れ
か
を
参
酌
し
て
、

共
の
小
作
料
を
決
定
し
て
ゐ
る
。

六
、
市
作
桝
の
漉
免

一
村
落
内
で
色
土
地
を
数
等
級
に
分
っ
て

か
く
の
如
〈
に
し
て
公
正
な
る
小
作
料
が
決
定
さ
れ
る
場
合
仁
は
、
小
作
料
の
減
免
要

求
に
基
〈
争
議
は
著
し
く
減
少
す
る
で
あ
一
ら
う
が
、
我
園
の
如
く
風
水
早
害
が
頻
脱
税
し
、
且
つ
小
作
人
の
極
漕
的

地
位
が
尚
は
充
分
輩
固
で
な
い
慮
で
は
、
不
可
抗
力
に
基
〈
耽
種
高
の
蹴
少
の
場
合
に
は
、
小
作
人
に
小
作
料
の

減
免
を
請
求
す
る
擁
利
を
認
む
べ
き
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
減
免
請
求
の
め
り
た
る
場
合
に
は
、
小
作
審
判
所
の

定
め
る
方
法
に
従
っ
て
、
検
見
(
坪
刈
に
上
る
)
を
行
ひ
減
免
舗
を
決
定
す
べ
き
で
め
る
。
こ
の
場
合
に
於
て
も
、
貸
股

横
山
尚
が
早
午
作
よ
h
品
幾
割
減
少
し
に
る
場
人
川
仁
は
小
作
料
ぞ
鵡
割
減
少
す
る
L
い
か
も
賀
倣
穫
が
現
物
小
作
料
の

艶
十
劃
臥
下
で
あ
れ
ば
宜
ハ
の
減
収
に
麿
じ
小
作
料
を
幾
割
減
額
す
る
と
か
、
ま
た
肱
穫
高
一
か
平
年
作
の
漉
割
以
下

で
あ
れ
ば
小
作
料
を
免
除
す
る
と
か
を
小
作
法
に
詳
細
に
規
定
す
る
こ
と
が
、
小
作
争
議
を
未
然
に
防
止
す
る
上

か
ら
は
望
ま
し
い
が
、
之
を
小
作
法
に
規
定
す
る
と
き
は
夫
を
飴
り
に
固
定
化
し
、
時
代
に
臆
じ
て
襲
夏
し
得
な

い
こ
左
〉
な
る
虞
が
あ
る
か
ら
、
之
を
規
定
す
る
に
し
て
色
趨
営
な
る
方
法
に
よ
っ
て
、
時
代
に
膿
じ
費
支
し
得

る
飴
地
を
残
す
べ
き
で
あ
る
。
而
し
て
小
作
調
停
法
貰
施
以
来
、
小
作
料
減
免
方
法
に
闘
し
で
は
、
各
地
方
土
色

相
官
な
る
事
例
が
出
来
て
居
h
ノ
、
そ
れ
が
慣
行
と
な
っ
て
ゐ
る
地
方
色
少
〈
な
い
か
ら
、
こ
の
鈷
に
闘
し
て
比
較

的
公
正
な
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
は
左
蒋
困
難
で
は
な
い
。

備
ほ
小
作
法
は
一
面
に
於
て
小
作
人
の
小
作
植
を
確
保
す
る
と
共
に
、
他
面
地
主
に
公
正
な
る
小
作
料
の
取
得

最
近
に
於
げ
る
小
作
争
議
の
動
向
と
小
作
立
法

九
O
=
一

第
四
十
二
巻

第
五
毅

O 

那須崎氏、公正なる小作料の知事其C;)-_:~~量である。
東畑精一氏、米穀政策と小作制度(農業と経済、第一巻第一披)参照
農務局、昭和ヘ年小作年報、七乙ι頁以一]f;
将来はI投穫保険の制定によって、この減見問題の解決を更に容易』こすべきで
ある。
農務局、昭和八年小作年報、 i¥.;J:頁以下12) 



最
近
に
於
げ
る
小
作
争
議
の
動
向
と
小
作
立
法

第
五
一
鉱

O 

第
間
十
二
巻

九
O
凹

植
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
。
従
て
小
作
人
が
正
嘗
の
理
由
な
く
故
意
に
小
作
料
を
小
作
料
納
入
期
日
よ

b
一
ヶ
年

以
上
滞
納
し
た
る
と
き
は
小
作
契
約
を
解
除
し
得
る
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
小
作
人
一
家
の
不
幸
そ
の

他
己
り
を
得
な
い
揚
A
U
に
は
一
ヶ
年
以
上
の
猶
議
期
聞
を
興
ふ
べ
き
は
勿
論
で
あ
る
が
、
更
に
小
作
審
判
所
を
遜

じ
て
小
作
料
減
免
の
接
持
中
は
、

一
ヶ
年
以
上
の
猶
課
期
聞
を
輿
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
o

但
し
此
の
後
者
の
場
合
に

11
地
主
は
会
組
公
課
の
納
入
に
困
る
こ
と
う
な
め
か
ら
、
小
作
審
判
明
の
判
定
に
J
り
、
小
作
料
附
免
の
交
砂

-
中
と
雛
も
市

公
租
公
鼠
?
?
全
部
久
は
一
部
)
に
相
官
す
る
小
作
料
必
一
部
分
は
之
を
地
主
に
支
排
ふ
こ
と
を
要
す
る

こ
と
〉
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
地
主
を
し
て
園
家
に
山
訂
す
る
納
柱
義
務
を
果
き
し
め
る
に
め
、
ま
に
町

村
枕
の
納
付
に
よ
っ
て
、
町
村
自
治
の
蓮
行
を
固
滑
な
ら
し
む
る
上
に
於
て
も
必
要
』
た
か
ら
で
め
る
。

士
、
地
主
の
強
制
執
行
構
和
最
後
に
小
作
争
議
に
於
げ
る
地
主
の
立
毛
椴
差
押
及
び
土
地
立
入
禁
止
恒
虞
分

を
如
何
に
規
定
す
る
か
げ
〉
問
題
と
な
る
。
特
に
後
者
が
問
題
で
め
る
。
小
作
争
議
に
際
し
、
地
主
は
小
作
契
約
解

除
の
訴
訟
を
提
起
し
、
そ
の
剣
決
が
未
だ
決
定
せ
r
d

る
聞
に
自
己
の
樺
利
保
全
の
名
目
を
以
て
小
作
人
の
小
作
地

使
用
禁
止
慮
分
を
な
す
の
で
あ
る
か
ら
、
屡
々
小
作
人
の
戚
情
を
激
殺
し
、
争
議
を
愈
ι
平
紛
糾
せ
し
め
る
こ
と
う

な
る
。
蕊
に
於
て
既
に
小
作
調
査
舎
も
「
小
作
地
ノ
立
毛
差
押
(
椴
一
差
押
叉
』
暇
執
行
一
二
怯
Y
差
押
)
叉
』
土
地
立

入
禁
止
(
眼
底
分
ユ
依
u
y

立
入
禁
止
叉
』
偲
執
行
ユ
依
Y
立
入
禁
止
)
山
往
々
小
作
紛
争
ノ
解
決
ヲ
困
難
ナ
ラ
シ
メ

E
農
業
上
エ
及
ホ
ス
排
害
壬
亦
砂
カ
ラ
サ
Y
ヲ
以
テ
地
主
ノ
利
食
ヲ
保
護
ス

Y
僚
件
ノ
下
ニ
之
カ
執
行
方
法
ヲ
相

官
緩
和
久

Y
ノ
要
ア
九
」
と
し
、
ま
に
小
作
法
案
色
第
五
十
三
傑
以
下
の
規
定
を
以
て
、
相
常
の
緩
和
を
闘
っ

τ
J) 農林省農務局、小作制度に闘す品各調査舎の経過相:.1"耳(昭和四年八月)-0ー

頁

， 



ゐ
る
。却

丸
一
小
作
料
の
支
姉
叉
は
小
作
地
の
返
還
を
命
十
る
判
決
に
つ
き
促
執
行
の
宣
言
あ
り
た
る
場
合
に
於
て
、
共

の
剣
決
を
魚
し
た
る
裁
判
所
は
上
訴
期
間
内
に
限
り
、
債
務
者
の
申
立
に
よ
り
相
営
額
の
揖
保
を
供
せ
し
め
、
共

の
執
行
の
停
止
又
は
既
に
錯
し
た
る
執
行
底
分
の
取
消
を
命
や
る
こ
と
が
出
来
る
(
第
五
十
一
一
禄
)
0

官
事
者
の
申
立

に
よ
っ
て
事
前
に
小
作
人
が
相
営
額
の
捨
保
を
供
し
た
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
小
作
料
債
棋
に
基
〈
偲
差
押
を

詐
さ
な
い
旨
の
判
決
を
な
す
こ
と
が
出
来
る
(
第
五
十
四
傑
)

O

ま
た
土
地
立
入
禁
止
偲
慮
分
を
詐
す
場
合
に
、
裁
判

所
は
執
達
吏
に
小
作
地
の
保
管
を
命
や
る
主
同
時
に
、
小
作
人
が
小
作
地
の
現
肢
の
鐘
更
、
共
の
他
剣
決
の
執
行

を
妨
ぐ
べ
き
行
錦
を
魚
さ
な
い
と
k
h
U
盟
国
約
す
あ
か

h

若
〈
ば
相
官
制
の
檎
保
を
供
す
あ
こ
止
を
慨
件
L
」
し
て
小

作
地
の
使
用
牧
盆
を
小
作
人
に
許
す
こ
と
も
出
来
る
《
第
五
十
六
傑
)
0

更
に
小
作
地
の
立
毛
恨
差
押
を
許
し
に
る
場

会
に
於
て
も
、
小
作
人
に
、
差
押
物
の
隠
匿
、
虫
損
ぞ
の
他
執
行
を
妨
戸
¥
べ
き
行
魚
を
魚
さ
な
い
こ
と
を
誓
約
せ

し
め
、
又
は
相
営
額
の
携
保
を
供
せ
し
め
た
上
、
執
達
吏
占
有
の
憧
で
小
作
人
を
し
て
牧
穫
、
そ
の
他
管
理
上
必

要
な
る
慮
置
を
な
さ
し
め
る
こ
と
が
出
来
る
(
第
五
十
八
傑
)
。

こ
れ
等
の
規
定
は
地
主
の
立
毛
偲
差
押
及
び
土
地
立
入
禁
止
の
但
慮
分
に
闘
し
、
そ
の
執
行
を
緩
和
し
た
る
も

、、

の
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
之
に
よ
る
も
小
作
人
の
立
場
は
今
日
よ
り
も
よ
り
良
〈
保
護
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

併
し
土
地
立
入
禁
止
偲
慮
分
の
申
請
は
、
小
作
人
の
小
作
地
不
法
占
有
や
小
作
地
の
畏
損
等
の
極
め
て
限
定
さ
れ

た
場
合
に
の
み
許
す
こ
と
冶
す
る
方
が
、
小
作
樺
の
安
定
、
ひ
い
て
小
作
人
の
生
活
を
保
障
す
る
上
に
於
て
も
よ

最
近
に
於
げ
る
小
作
争
議
の
動
向
と
小
作
立
法

策
同
十
二
巻

九
O
五

第
五
披

O 



最
近
に
於
げ
る
小
作
争
議
の
動
向
と
小
作
立
法

第
四
十
二
審

九
O
六

第
五
務

O 
匹1

、り趨
切
で
あ
り
、
ま
た
小
作
争
議
を
激
化
せ
し
め
な
い
結
か
ら
す
石
も
必
要
で
あ
る
。

四

以
上
に
亘
り
、
最
近
に
於
げ
る
小
作
争
議
の
動
向
を
明
に
し
、
こ
の
拳
議
解
決
の
手
段
と
し
て
小
作
法
制
定
の

必
要
な
る
所
以
と
、
陀
の
小
作
法
制
定
に
際
し
規
定
す
べ
き
主
な
る
候
項
と
に
就
い
て
論
じ
た
。
今
や
農
村
粧
梼

更
生
運
動
が
共
の
第
五
年
度
を
趨
へ
ん
と
し
つ
〉
あ
る
に
拘
ら
や
、

小
作
用
市
議
が
蒋

u
t椴
増
の
傾
向
に
あ
右
こ

L
-
中
」
山
、

こ
り
旺
Z
H
T
E
ト

L
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2
1
1己
口
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E
t
p
I
L
:

，、

に
じ
司
氏
自

I
C
M
/
!
t
p
E
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口
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Uv
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川
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F
h
v
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令
品
同
町
引
μ

ト'

-
t
t
-
E
3」
4
(
3
4

ヨ
4

2

l

a
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j
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t
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E

る
も
の
で
あ
る
。
故
に
此
の
額
補
更
生
運
動
に
よ
っ
て
農
村
の
繁
祭
と
平
和
と
を
膏
す
た
め
に
は
、
先
づ
以
て
速

に
我
が
闘
情
に
趨
す
る
小
作
法
を
制
定
し
、
こ
の
新
地
盤
の
上
に
於
て
地
主
と
小
作
人
と
の
協
調
を
促
さ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
小
作
法
の
制
定
に
よ
っ
て
今
日
頻
援
し
つ
〉
あ
る
小
作
争
議
の
大
部
分
は
未
然
に
防
止
さ
れ
る

で
あ
ら
う
が
、
之
と
同
時
に
今
日
の
小
作
調
停
法
を
一
層
強
化
し
、
争
議
の
起
つ
に
際
に
は
之
が
賞
鯉
法
に
る
小

作
法
に
準
接
し
て
、
速
に
そ
の
解
決
を
な
し
得
る
や
う
闘
る
べ
き
で
あ
る
。


